
猪名川上流広域ごみ処理施設組合長期継続契約を締結

することができる契約を定める条例 

平成１８年２月２８日 条例第２３号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づき締結する契約をいう。以

下同じ。）を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とす

る。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 地方自治法施行令第１６７条の１７の規定による長期継続契約

を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。 

（１）車両、機器等の借入れに係る契約 

（２）前号に掲げる物品の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提 

供を受ける契約 

（３）機器の調達を要する役務の提供を受ける契約 

（契約の期間） 

第３条 前条各号に掲げる契約の期間は、５年以内とする。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


